
六
十
五
歳
以
上
の
人
が
納
付
す

る
介
護
保
険
料
は
、
確
定
申
告
や

市
・
県
民
税
申
告
で
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。

蘆
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

年
金
支
払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る

源
泉
徴
収
票
に
介
護
保
険
料
が
記

載
。
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
の
受

給
者
で
昨
年
十
月
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
源
泉
徴
収

票
が
発
行
さ
れ
な
い
た
め
、
支
払

通
知
書
な
ど
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

蘆
納
入
通
知
書
か
口
座
振
替
で
納

付
（
普
通
徴
収
）

納
入
通
知
書
の
領
収
証
書
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の

人
は
、
一
月
に
送
付
し
た
振
替
済

通
知
書
で
保
険
料
の
確
認
を
。

蘆
領
収
書
な
ど
を
無
く
し
た
ら

遺
族
・
障
害
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
か
普
通
徴
収
で
納
付
し
て
い

る
人
に
は
、
市
役
所
介
護
高
齢
福

祉
課
か
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
支
所

で
納
付
額
を
記
入
し
た
用
紙
を
渡

し
ま
す
。
電
話
で
の
回
答
は
で
き

ま
せ
ん
。
源
泉
徴
収
票
を
無
く
し

た
と
き
は
年
金
支
払
者
に
連
絡
し
、

再
発
行
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福

た
め
の
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

対
象
＝
六
十
五
歳
以
上
で
昨
年
12

月
31
日
現
在
六
カ
月
以
上
寝
た
き

り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
人
か
そ
の

扶
養
者
　
申
し
込
み
＝
市
役
所
介

護
高
齢
福
祉
課
（
蕁
８
９
０
―
６

護
老
人
ホ
ー
ム
）
入
所
時
の
利
用

料
と
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
一

部
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

所
得
税
や
市
・
県
民
税
の
医
療
費

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養

祉
課
蕁
８
９
０
―
６
１
５
９
へ
。

□
障
害
者
控
除

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
障
害
者
に
準
じ
る
高
齢
者

な
ど
へ
、
確
定
申
告
や
市
・
県
民

税
申
告
で
障
害
者
控
除
を
受
け
る

１
３
３
）、
大
胡
支
所
（
蕁
２
８
３

―
０
１
１
６
）、
宮
城
支
所
（
蕁
２

８
３
―
２
１
３
１
）、
粕
川
支
所（
蕁

２
８
５
―
４
１
１
６
）
へ
直
接

□
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

入
賞
作
品
と
入
選
作
品
を
、
美

術
・
写
真
・
書
道
の
部
門
ご
と
に

次
の
と
お
り
市
民
文
化
会
館
で
展

示
し
ま
す
。
観
覧
は
無
料
。
市
民

の
皆
さ
ん
の
力
作
を
ぜ
ひ
、
ご
覧

く
だ
さ
い
。

期
間
＝〈
美
術
〉
２
月
９
日
貊
〜
12

日
豺〈
写
真
〉
２
月
16
日
貊
〜
19
日

豺
〈
書
道
〉
２
月
23
日
貊
〜
26
日

豺
、
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
30
分

会
場
＝
市
民
文
化
会
館

型
医
療
施
設
の
利
用
料
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
医
療
費
控
除
の
対
象

で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福

祉
課
蕁
８
９
０
―
６
１
５
７
へ
。

□
お
む
つ
代

お
む
つ
代
が
所
得
税
や
市
・
県

民
税
の
医
療
費
控
除
の
対
象
と
認

め
ら
れ
る
に
は
、
医
師
が
発
行
し

た
証
明
書
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

控
除
を
受
け
る
の
が
二
年
目
以
降

で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
、
医
師
の
証
明
書
の
代
わ
り
に

市
が
交
付
す
る
確
認
書
で
控
除
を

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福

祉
課
蕁
８
９
０
―
６
１
５
５
へ
。

５ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

市
民
展
覧
会
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
一
人
一
人
の
地
道
な
学
習
や
芸

術
的
創
作
活
動
の
発
表
、
お
互
い

の
研
さ
ん
の
場
と
し
て
定
着
。
毎

年
、
多
く
の
力
作
が
寄
せ
ら
れ
ま

す
。
四
十
一
回
目
を
迎
え
る
今
回

は
、
美
術
・
写
真
・
書
道
の
三
部

門
で
千
七
百
五
十
八
点
も
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。
主
な
入
賞
者
は

次
の
と
お
り
で
す
。

―
―
敬
称
略
―
―

市
民
展
賞
＝
美
術
…
藤
原
泰
佑（
下

大
屋
町
）、
写
真
…
駒
木
勝
彦
（
関

根
町
三
丁
目
）、
書
道
…
山
田
チ
ヨ

子
（
小
坂
子
町
）

知
事
賞
＝
美

術
…
吉
沢
幸
枝
（
横
沢
町
）、
写
真

…
酒
井
弘
二
（
文
京
町
四
丁
目
）、

書
道
…
高
山
喜
久
枝（
文
京
町
四
丁

目
）

市
長
賞
＝
美
術
…
新
井
幸

子（
日
吉
町
三
丁
目
）、
写
真
…
下

田
秀
夫
（
小
島
田
町
）、
書
道
…
武

富
秀
子（
新
堀
町
）

市
議
会
議
長

賞
＝
美
術
…
荒
井
清
幸（
下
沖
町
）、

写
真
…
五
十
嵐
絵
美
、
書
道
…
目

崎
琴
江
　
県
教
育
長
賞
＝
美
術
…

熊
谷
哲
夫
（
朝
日
町
三
丁
目
）、
写

真
…
角
田
か
お
る
、
書
道
…
百
瀬

き
ち
子（
下
小
出
町
一
丁
目
）

市

教
育
長
賞
＝
美
術
…
関
口
博
子（
総

社
町
総
社
）、写
真
…
依
田
正
雄（
大

利
根
町
一
丁
目
）、書
道
…
榎
田
護

（
総
社
町
総
社
）

広報まえばし　平成１９年２月１日号　４

作品がずらりと（昨年度写真部門）

「
雲
」
山
田
チ
ヨ
子
さ
ん

「
自
画
像
」
藤
原
泰
佑
さ
ん

「
マ
ジ
ッ
ク
」
駒
木
勝
彦
さ
ん

第
四
十
一
回
市
民
展
覧
会
の
入
賞
者
が
決
ま
り
ま

し
た
。
最
高
賞
で
あ
る
市
民
展
賞
に
選
ば
れ
た
作
品

と
、
主
な
入
賞
者
を
紹
介
。
な
お
、
入
賞
・
入
選
作

品
な
ど
の
展
示
は
、
二
月
九
日
貊
か
ら
市
民
文
化
会

館
で
美
術
・
写
真
・
書
道
の
部
門
ご
と
に
行
い
ま
す
。

第
41
回
市
民
展
覧
会
の
入
賞
者
が
決
ま
り
ま
し
た

問
い
合
わ
せ
は
中
央
公
民
館
蕁
２
２
３
―
３
８
１
８
へ
。

介
護
保
険
料
な
ど
も
控
除
の
対
象
で
す

必
要
書
類
を
用
意
し
て
税
の
申
告
を


